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議案第１１７号 

 

 

字の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、当市の区域内の

字を別紙のとおり変更し、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第４項

の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行するものとする。 

 

 

令和５年１２月１日提出 

 

 

上越市長  中 川 幹 太   
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別紙（変更調書） 

変   更   前 変 更 後 

大 字 字 地      番 大 字 字 

大字土橋 

角 地 
１３７１の１、１３７１の３から１３７１の６まで、 

１３７２の１、１３７２の３、１３７２の４ 

土 橋  

池 田 

１４６６の１から１４６６の３まで、１４６７、１４６８の１、 

１４６８の２、１４６９の１から１４６９の３まで、 

１４７０の１から１４７０の３まで、１４７１の１、 

１４７１の２、１４７２の１から１４７２の３まで、 

１４７３の１、１４７３の２、１４７３の５、１４７３の６、 

１４７４の１、１４７４の４、１４７５の１、１４７５の２、 

１４７６の１から１４７６の３まで、１４８０の４、 

１４８０の６ 

及び当該変更に伴う公有地を含む。 

上記地番は、令和５年１０月２５日現在の登記簿による。 
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土 橋 第 三 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 

位 置 図 

上越市 
市民プラザ 

北本町三丁目 

北本町四丁目 

土橋 

大字土橋 

土橋 

字の変更区域

凡　例
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土 橋 第 三 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 

町 （ 字 ） の 区 域 並 び に 名 称 変 更 前 図 

 

大字土橋字池田 

土橋 

大字土橋字角地 

土橋 

凡　　　　例

旧　大　字　界

旧　字　界



- 33 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土 橋 第 三 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 

町 （ 字 ） の 区 域 並 び に 名 称 変 更 図 

 

土 橋 


